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監理ポスト割当の経緯に関するお知らせ 
 
 

本日、午後12：26分より、株式会社東京証券取引所より、当社株式の監理ポストへの割当が行われた経緯に関
しましてお知らせいたします。 

  

 

記 

 

1. 監理ポスト割当の経緯 

   本日、当社の代表取締役である伊藤雄一が、株式会社東京証券取引所を訪れ、民事再生手続の申立て又は準自

己破産の申立てのいずれかを行う旨の報告をしたものであります。そのため監理ポストへの割当とともに本日、

午後12：26分より、当社株式の売買が午後12：56分まで停止に至ったものであります。 

   

2. 当社の見解 

   下記にのべる見解は取締役 大藪貴之、取締役 吉原滋、監査役 渡辺博の協議のもとのべるものであります。 

 

   当社の代表取締役である伊藤雄一が行った報告、手続は無効と考えております。 

  その理由といたしまして 

 

① 当社監査役名にて、平成17年５月31日付の電子メールおよび平成17年６月１日付で配達証明郵便にて、代 

表取締役である伊藤雄一に対し、行為差止請求（※）を行っていること。 

     （※）本日公表の「代表取締役の行為差止請求に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 

② 民事再生申立て又、準自己破産の申立てについて、当社取締役会の決議がなく、会社として何ら決定して

いない。 

（準自己破産の申立てについては、取締役会での決議事項ではありませんが、何ら社内の取締役会の議論、

決議を経ておりません。） 

 

③ 当社は平成17年３月期決算見込み、および直近時点で債務超過（※）に至っておらず、かつ支払不能に

陥った事実もなく、近い将来においてこれらが生ずるおそれはなく、民事再生申立て又、準自己破産の申

立ての要件を満たしていないこと。 

（※）取締役会決議は経ておりませんが、平成17年３月期決算見込みにおける連結ベースの株主資本は 

818百万円であります。 

 

④ 代表取締役である伊藤雄一が、社内手続きを何ら経ることなく、株式会社東京証券取引所に対してのみ、

民事再生申立て又準自己破産の申立ての報告をすることは、違法な株価操作の疑いがあると判断している。 

 

⑤ 上記の内容をふまえ、事実、根拠のないことに対し情報操作を行ったという判断により、代表取締役であ 

  る伊藤雄一を刑事告訴する方針です。 

 

 

以上 


